
・平成２１年度の学生便覧（赤）に掲載されている、教育職員免許法施行規則について平
成２１年度入学生の皆さんには下記の内容について一部適用されない箇所があるのでご注
意ください。

便覧記載内容の適用されない箇所（P457）
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便覧記載内容の適用されない箇所（P461） 平成２１年度入学生の適用となる区分
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　便覧に記載されている、「教職実践演習」は平成２２年度入学の学生（来年度入学

生）からの適用となります。平成２１年度入学生の皆さんは経過措置のため「総合演習」
を取得することになりますので、お間違えのないようお願いします。教員免許状の取得に

ついては、各学部で配布される「教員免許状取得の手引」確認したり、指導教員の先生と

相談しながら単位を取得するようにしてください。
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学生便覧掲載の教員免許法の適用について（注意事項）
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